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年
金
だ
よ
り

高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る
公
的
年
金

市
民
課
国
民
年
金
係
☎
9
7
3
ー
5
4
9
8

国
民
年
金
か
ら
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
ほ

か
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
基
礎
年
金
に
は

国
庫
負
担
（
税
金
）
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
国
庫
負
担
の
割
合
が
、
法
律
改
正
に

よ
り
、
平
成
21
年
４
月
以
後
の
加
入
期
間
に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
３
分
の
１
か
ら
２
分

の
１
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
将
来
に
わ
た
っ
て
、
国
民
年
金
が
安
定
的

に
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

老
齢
基
礎
年
金
は
、
原
則
と
し
て
25
年
の

受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
方
に
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
未
納
期
間
が
多
い
と
受

給
資
格
が
な
く
な
っ
て
、
老
齢
基
礎
年
金
に

含
ま
れ
る
国
庫
負
担
を
受
け
る
大
切
な
権
利

を
失
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ

も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

日
本
人
の
平
均
寿
命
は
男
性
が
7
9
．

4
4
歳
、
女
性
が
8
5
．9
0
歳
（
平
成
２
３

年
厚
生
労
働
省
簡
易
生
命
表
よ
り
）
で
前
年

と
比
較
し
て
男
は
０
．1
1
歳
、
女
は
０
．

4
0
歳
下
回
っ
て
い
ま
す
が
、
公
的
年
金
は

高
齢
者
世
帯
の
生
活
を
支
え
る
大
切
な
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。

基
礎
年
金
に
は
国
庫
負
担

（
国
の
税
金
）が
含
ま
れ
て
い
ま
す

よ
く
あ
る
質
問 

Ｑ
＆
Ａ

手
続
き
は
ど
こ
で
行
い
ま
す
か
？

QQ
１
号
期
間
の
み
の
方
（
自
営
業
者
等
）

の
受
付
は
、
市
役
所
国
民
年
金
係
で
行

い
ま
す
。
２
号
期
間
（
会
社
員
、
公
務

員
等
）
の
あ
る
方
及
び
３
号
期
間
（
２

号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
）
の
あ
る
方
の
請
求
先
は
コ
ザ
年
金

事
務
所
で
す
。

※
公
務
員
期
間
の
み
の
方
の
請
求
先
は

各
共
済
組
合
で
す
。

AA

年
金
を
受
け
取
る
権
利
が
発
生
す
る
次
の

方
に
は
「
年
金
請
求
書
」
が
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

①
60
歳
に
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受

給
権
（
年
金
を
受
け
取
る
権
利
）
が
発
生

す
る
方
に
対
し
、
60
歳
に
到
達
す
る
３
か

月
前
に
本
人
あ
て
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

②
65
歳
に
老
齢
基
礎
年
金
、
老
齢
厚
生
年
金

（
厚
生
年
金
保
険
・
船
員
保
険
の
加
入
期

間
が
あ
る
方
）
の
受
給
権
が
発
生
す
る
方

に
対
し
、
65
歳
に
到
達
す
る
３
か
月
前
に

本
人
あ
て
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

③
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
年
金
の
決

定
が
さ
れ
て
い
な
い
方
に
対
し
、
65
歳
に

到
達
す
る
３
か
月
前
に
本
人
あ
て
に
送
付

さ
れ
ま
す
。

年
金
の
裁
定
請
求
に
つ
い
て

な
ぜ
年
金
支
給
年
齢
の
３
か
月
も
前

に
「
年
金
請
求
書
」
が
送
ら
れ
る
の

で
す
か
？

QQ
「
年
金
請
求
書
」
を
年
金
支
給
年
齢

の
３
か
月
前
に
送
付
す
る
こ
と
に
し
て

い
る
の
は
、
年
金
の
手
続
き
を
行
う
方

の
中
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
記
録
の
確
認

が
必
要
な
方
や
整
備
が
さ
れ
て
い
な
い

方
が
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
方
に

AA

年
齢
に
達
し
て
い
る
の
に「
年
金
請
求

書
」が
送
ら
れ
て
こ
な
い
場
合
は
ど
う

し
た
ら
い
い
で
す
か
？

QQ
住
所
変
更
等
に
よ
り
届
か
な
い
場
合

は
別
様
式
の
「
年
金
請
求
書
」
で
請
求

が
可
能
で
す
。
又
、
受
給
資
格
が
な
い

か
、
確
認
で
き
な
い
場
合
も
送
付
さ
れ

ま
せ
ん
。
代
わ
り
に
「
年
金
に
関
す
る

お
知
ら
せ
」
の
は
が
き
が
届
き
ま
す
の

で
、
受
給
資
格
に
つ
い
て
コ
ザ
年
金
事

務
所
ま
た
は
市
役
所
国
民
年
金
係
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

AA

【お問い合わせ】都市計画課 ☎098－９６５－５６20

具志川地域における特定用途制限地域指定（素案）
●都市計画法の規定に基づく用途地域が指定されていない具志川地域の“用途未指定地域”におい
て、良好な環境に支障を与える（又は、与える恐れのある）建築物等の用途を制限する『特定用途制
限地域』の指定を予定しています。
●制限の対象となる建物の用途は、次の表のとおりです。

お
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
免
除
制
度
が

利
用
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
市
役
所
国

民
年
金
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

つ
い
て
記
録
確
認
・
整
備
に
要
す
る
期

間
と
し
て
、
３
か
月
程
必
要
と
考
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

※
年
金
請
求
書
が
届
い
て
も
、
手
続
き

が
で
き
る
の
は
、
お
誕
生
日
の
一
日

前
か
ら
で
す
。
そ
れ
よ
り
前
に
と
ら

れ
た
戸
籍
等
は
無
効
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

９月１７日の敬老の日は、
多年にわたり社会に尽くしてきた

高齢者の方々を敬愛し長寿を祝う日です。
その高齢者の生活を支えているのが公的年金です。
今のあなたの保険料納付が現在の高齢者、

そして将来のあなた自身の
年金を支えています。

コ
ザ
年
金
事
務
所

☎
0
9
8
―
9
3
3
―
3
4
3
9

景観保全
地区建物の用途

×

◯

◯

幹線道路
沿道地区

◯建てられる　×建てられない

×

◯

◯

市街地形成
誘導地区

×

×

◯

集落環境
保全地区

×

×

×

●遊戯施設　●風俗営業施設　●一定規模以上の畜舎
●産業廃棄物処理施設等　●危険性がやや多い工場
●危険物処理量がやや多い施設

●危険性が少ない工場　●危険物処理量が少ない施設

●大規模店舗　●スポーツ遊戯施設（ゴルフ練習場等）

※制限内容の詳細は、都市計画課または市ホームページでご確認ください。

※指定内容（案）について住民説明会を開催します。日時・場所を広報１０月号でお知らせいたします。

■景観保全地区
良好な景観・自然環境を保全し、
観光・レクリエーション施設等に
配慮した適切な開発の誘導をお
こないます。

■幹線道路沿道地区
県道８号線や県道10号
線沿道等では、幹線道
路沿道にふさわしい土
地利用や建物用途等の
規制・誘導を行います。

■市街地形成誘導地区
県道33号線（具志川沖縄線）沿道は、開発動向を
見極めながら、後背地での優良農地の維持保全に
配慮しつつ、農振地域の見直しを含めた、商業・業
務・住宅など幹線道路沿道にふさわしい土地利用
への規制・誘導を検討します。

■集落環境保全地区 
用途未指定地域の既存
集落等における良好な
居住環境の保全を行
い、都市的土地利用と
自然的土地利用が混
在する区域における
農住環境の調和を形
成します。
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